
○一関工業高等専門学校情報ネットワークシステム規則 

 

（平成１８年５月１８日制定） 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は，一関工業高等専門学校総合情センター規則第１２条の規定に基づき，一関

工業高等専門学校情報ネットワークシステム（以下「校内ＬＡＮ]という。）の構成等について，

必要な事項を定めるものとする。 

 

（校内ＬＡＮの構成） 

第２条 校内ＬＡＮは，基幹ネットワーク（以下「基幹部分」という。）及び一関工業高等専門

学校（以下「本校」という。）の各部署に配置した支線系ネットワーク（以下「支線部分」と

いう。）により構成する。 

 

（基幹部分の管理） 

第３条 本校に，基幹部分の管理を行うため，次の各号に掲げるネット管理者を置く。 

一 運用責任者 

二 技術担当者 

三 運用担当者 

２ 前項に規定するネット管理者は，校長が任命する。ただし，第一号に掲げる運用責任者にあ

っては，総合情報センター長をもって充てる。 

 

（ネット管理者の業務） 

第４条 運用責任者は，校内ＬＡＮの運用を統括し，併せて技術担当者及び運用担当者を指導す

る。 

２ 技術担当者は，次の業務を行う。 

一 インターネット接続の維持管理に関すること 

二 各部署が行う支線部分の管理及び運営に対する技術的支援に関すること 

３ 運用担当者は，次の業務を行う。 

一 基幹部分に接続する機器へのＩＰアドレスの交付に関すること 

二 基幹部分に関する管理業務に関すること 

三 その他運用に関して必要な業務に関すること 

 

（接続経費） 

第５条 基幹部分に接続される各部署の支線部分の運用経費及び設備費は，原則として当該部署

の負担とする。 

 

（雑則） 

第６条 この規則に定めるもののほか，校内ＬＡＮの管理に関し，必要な事項は，別に定める。 

 

 



   附 則 

 この規則は，平成１８年５月１８日から施行し，平成１８年４月１日から適用する。 

 

   附 則 

 この規則は，平成３１年４月１８日から施行し，平成３１年４月１日から適用する。 

 


